
４ 普及・啓発・教育
(1) ハザードマップ改定に係るパンフレットの作成

ハザードマップ改定に係る中間報告を受け、住⺠に正しい知識を普及するために、令和2年度、パンフレット
を作成し、市町村の協⼒を得て、地域の住⺠に配布した。

(2) 溶岩流シミュレーションの動画作成

(3) ハザードマップ改定に係る説明動画の作成

令和2年度、溶岩流からの避難⽅法を具体的にイメージできるよう、ハザードマップ改定の際に実施したシ
ミュレーション結果を動画にして、DVDを関係機関に配布するほか、県の公式YouTubeに公開した。

本動画は、多数のマスコミ報道にも利⽤されている。

令和3年度、新しい被害想定の理解促進のため、ハザードマップ改定内容について、富⼠⼭科学研究所の研究
員による解説動画を作成して、県の公式YouTubeに公開した。

(4)住⺠説明会の開催
令和2年度、市町村と共同で、住⺠説明会を実施した。

説明会では出席者に対しアンケートを実施し、改修された質問や意⾒をもとに、⼀層の理解に資するよう、
FAQを作成し、県のホームページに掲載した。
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(5) 降灰時⾞両⾛⾏体験事業の実施

(6)富⼠⼭科学研究所による研究事業及び教育事業の実施

令和3年度、道路に⽕⼭灰が滞積した状況で⾞両が⾛⾏した場合には、⾛⾏が困難となることを実感してもら
うため、住⺠参加による体験事業を実施した。

また、防災関係機関や研究機関・報道機関に対して⾛路を解放し、救援や復旧に係る課題を検討する機会を
作った。

本事業は、広く報道され、番組はインターネットでも多数視聴されている。

事業の様⼦は、動画を編集して県のホームページに掲載し、当⽇体験できなかった⽅に対する普及・啓発を⾏
う予定（令和3年度事業）。

成⻑戦略研究として富⼠⼭の⽕⼭活動と防災対策に関する研究を実施するとともに、教職員等に対する防災研
修を実施している。

令和4年度からは、⽕⼭噴⽕を理解するための教材と授業のマニュアルを⼀体的に開発し、⽕⼭防災教育の⼀
層の普及促進を⽬指す。
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(1) ハザードマップ改定に係るパンフレットの作成
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動画を活用した周知啓発について

（目的）
それぞれの地域で、溶岩流が時間推移とともにどのように

流下するのか住民等に具体的にイメージしていただき、適切
な避難行動・対策を検討するための参考とすること

山 梨 県

＜溶岩流シミュレーション動画について(山梨県側のみ)＞

（ URL ）
https://www.pref.yamanashi.jp/kazan/fujisanhunkadouga.html

⼭梨県ホームページで公開

（取り組み例）
山梨県富士河口湖町では、ハザードマップ改定よる町内の影響等を職員が実施する説明動画を地元

CATVで放映し、町民への周知を図った。
令和3年7月中の土日、各1回の計10回放送

⇒ 今後は、この説明動画を町のホームページにアップし、継続した周知活動を行う予定

＜地元CATVを活用したﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ改定の説明について＞

ハザードマップ改定等に関する説明動画を作成し、市町村・自治会において使用することにより富士
山間噴火で、どのようなことが起こるのかについて広く周知し、正しい理解を深める。

⇒ 山梨県ホームページにアップするとともに、各地域のCATVで放映

＜動画を活用した住民説明の実施について＞

(2) 溶岩流シミュレーションの動画作成
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(3) ハザードマップ改定に係る説明動画の作成
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(4)住⺠説明会の開催
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１．実施概要
（１）目的

・令和３年３月富士山ハザードマップが改定されたことから、住民等に対して、富士山噴火によ
る正しいリスクを広く啓発していく必要がある。

・火山灰が道路に降り積もった場合は、車両走行が著しく制限され、また、車のスタックが引き
起こされる。これらは、車両の渋滞・除灰作業の妨げ・緊急通行車両の通行の妨げにつながり、
緊急で実施する必要のある各種避難対策の大きな支障となる恐れがある。

・そのため、噴火時などの緊急時においては、住民等がむやみに車両移動することのないよう、
火山灰の特性を住民等に正しく理解してもらうことが必要であると考え、「火山灰堆積時にお
ける車両走行等体験事業」を実施する。

・本事業の様子は、ビデオなど映像にて録画し、今後の住民説明会等で活用する等、住民の理解
促進につなげるために継続して活用していく。

・また、富士山噴火（宝永噴火）による火山灰を活用する中で事業を実施するため、様々な研究
機関等による実証研究を実施する。（道路啓開作業の手順確認、火山灰の特性の確認など）

（２）イベント日時・場所等

日時：令和３年１１月４日（木） ～ ７日（日）

場所：富士北麓公園 大駐車場

【全体スケジュール】 ※各日、9:30 ～ 12:00、13:00 ～ 16:00 を実動時間とする。

項⽬ ⽉⽇ 内容

⾛⾏コースの造成

１０⽉

１０⽇（⽇）
〜１９⽇（⽕）

イベント終了時まで使⽤できる⾛⾏
コースを造成する。

研究機関による研究・
防災関係機関への解放

２０⽇（⽔）
〜 ２⽇（⽕）

富⼠⼭科学研究所、防災科学技術研究
所、防衛⼤学校等による研究を実施。

研究を⾏わない時間帯は、防災関係機
関に⾛⾏コースを開放する。

⾞両⾛⾏イベント １１⽉

３⽇（⽔）祝 【終⽇】イベント準備、設営

４⽇（⽊）
【午前】設営、リハーサル
13:30 〜 13:45 セレモニー
13:45 〜 16:00 ⾞両⾛⾏体験
※VIP及び住⺠が⾞両⾛⾏体験

５⽇（⾦） 【終⽇】防災関係機関⾞両⾛⾏体験
６⽇（⼟） 【終⽇】住⺠⾞両⾛⾏体験
７⽇（⽇） 【終⽇】防災関係機関⾞両⾛⾏体験
８⽇（⽉） ⽕⼭灰勉強会、道路啓開

〜１２⽇（⾦） 撤収作業

（３）役割分担
・当該イベントの運営 ・・・・・ 山梨県（主催）
・車両走行コースの造成 ・・・・ 中部地方整備局富士砂防事務所
・研究機関との調整、研究 ・・・ 富士山科学研究所

(5) 降灰時⾞両⾛⾏体験
事業の実施 (1/2)
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(5) 降灰時⾞両⾛⾏体験事業の実施 (2/2)
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富士山噴火の減災に資する実験教材の開発(Ｒ4～6)

共同研究者︓都留⽂科⼤学、⼭梨⼤学、東京⼤学情報学環、北翔⼤学、⼭梨県産業技術センター、⼭梨県教育庁、富⼠河⼝湖町教育委員会

⼭梨県富⼠⼭科学研究所
背景・⽬的

教育現場では
 効果的な避難計画の策定や⾼度な防災知識が必須。
 ⾃然災害の軽減には「主体的に⾏動する態度」を

育成するための教育⼿法の開発が必要。
 教材の開発の時間やスキルの⽋如。

このため
科学的知識に基づいて主体的に
⾏動することのできる災害に強い⼈材育成に
資する、⽕⼭災害に関する実験教材を開発

⽕⼭性地震

研究内容

低価格でオールインワンの実験教材を開発

実験キット、実験マニュアル、指導案、指導書、板書案、
技能評価、ワークシート、評価テスト、ビデオ教材

開
発
項
⽬ 重要事項︓ 教科教育とのリンク・分野横断

溶岩流

知識の定着

噴煙

1年⽬ 2年⽬ 3年⽬ 継続研究
開発

開発

パッケージ化

検証

実践 改善

実践 改善
開発

パッケージ化

実践 改善構想

⽔槽と⼊浴剤を⽤いた噴煙
（⽕⼭灰）の再現模型

期待される成果

 児童の知識⼒向上
 教員が繰り返し教材を使⽤する
ことによる知識の定着

 児童から親世代への知識の伝達
 児童はその後、⼤⼈になり親に

地域全体の知識⼒の向上
すなわち、防災⼒の向上

噴⽕時、的確な避難が可能に

 ⼩学校5年理科「流れる⽔の働き」6年理科
「⼟地のつくりと変化」、総合学習など

 中学校1年理科「⽕⼭」「地震」などの単元
で活⽤される

⽕⼭実験教材

児童

教員

親

児童

親

防災⼒の向上

知
識
の
伝
達
経
路

⽴体地図とシャンプーを⽤いた
溶岩流の再現模型

(6)富⼠⼭科学研究所による研究事業及び教育事業の実施
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